
2019.05.07 衆議院第2議員会館第3会議室 12.6を忘れない6日行動 

山田健太（専修大学ジャーナリズム学科教授）yamada.kenta@nifty.com 

 

衆議院情報監視審査会『平成30年度 年次報告書』を読みとく 

 

０．いま秘密保護法を語る意味 

（１）公文書の改竄・隠蔽・廃棄と巧妙化する「見せない化」 

（２）監視を監視するジャーナリズムの「無関心」の広がり 

（３）検証されない「改善」と不完全な制度の固定化 

  ・2019年12月で施行（審査会設置）から5年 

  ・施行後5年は運用基準の見直し年 

   (特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準) 

  ・審査会委員が大幅に入れ替え 

 

１．国会審査会の監視活動に関する視点 

（１）特定秘密に関する監視活動をどのように行っていくか 

（２）政府内部の監視活動との差異をどのように示すのか 

（３）特定秘密の実態をどのように効果的に把握するのか 

（４）現局の秘密保護法の運用が監視活動を阻んではいないか 

（５）行政との信頼関係の構築と国民からの信頼感の獲得をいかに同時実現するか 

 

２．過去に指摘されてきた監視活動の課題 

（１）政府の活動そのものの妥当性・適切さを推定できるか 

 ・行政機関の長が行う「指定」 保全責任者（課長級）が行う「表示」 

（２）効果的な監視のための条件整備はできているか 

 ・管理簿の整理と運用精査 

   指定管理簿 特定秘密文書等管理簿 指定理由点検記録簿 行政文書ファイル管理簿 

 ・情報と文書の齟齬 

   情報を秘密指定する仕組み 情報はあるが文書はない不存在類型 

 ・行政文書の保存期間と特定秘密の指定期間の関係性 

   行政文書の保存期間満了と特定秘密の解除・指定期間満了の齟齬 

（３）行政機関の特定秘密の管理に関する点検を点検できているか 

 ・年１回の指定理由の点検 年２回以上の定期点検 保全責任者の月1回の保管状況点検 等 

 ・公文書管理法に基づく定期的な点検と監査 

（４）解除の確認はどういう形で実効化されているのか 

 ・特定秘密指定書の指定理由の中の解除条件の記載 

 ・指定管理簿への記載の有無 

 ・公文書管理課による廃棄審査の実態の確認 
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（５）特定秘密の実態把握はできているのか 

 ・政府内での統一的な運用 

 ・公文書管理法との制度的整合性の担保 

 

３．監視活動から見えてきたもの 

（１）不安の払拭と日本型モデルの構築 

 ・限られた権能をうまく活用し一定の成果 

   見切り発車で走りながら考える 

・立法機関設置の日本型監視システムの可能性 

   限界の見極めと可能性の具体化 

（２）4年間の積み上げ 

 ・摺合せ：運用上の確認と制度整備 

   政府統一方針の策定・公表要請 ボリュームの確認 廃棄ルールの確認 

 ・串刺し：構造上の不備の摘出 

   文書不存在６類型 長期特定秘密文書 定期点検 

 ・見直し：秘密制度自体が有する課題の提示 

   文書廃棄（1年未満文書 3類型 ほか） 

（３）現行制度の枠組み内での個別課題 

 ・重要会議の議論の扱い 

   国家安全保障会議のほか、閣議、皇室会議ほか議事録なし会議の議論の扱い 

・文書廃棄 

  秘密解除ルールの厳格化と適正運用 

・電子ファイル・データ 

  保存・保管ルール チェック方法 

（４）現行枠組みを超えた制度改善への道筋 

 ・意思決定過程を含む会議公開法の制定へ 

 ・行政文書公開法から司法・立法含めた国家情報公開法へ 

 

４．2018年度報告書の特徴 

（１）運用基準見直し 

 ・文書を保有しないことの正当性(行政文書が不存在の特定秘密関係) 

 ・30年超えの特定秘密文書の管理における厳格手続 

   ↑ 

 そもそも運用基準自体が不十分で危険な内容 

  取材・報道の自由に対する配慮あるいは規定の遵守とは何か 

  正当性の判断主体が秘密を保有する行政機関であることに矛盾はないのか 

（２）秘密指定の在り方 

 ・特定秘密情報と極秘等の秘密情報の関係性 
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（３）文書廃棄：2017～8年度の中心課題 

 ・1年未満秘密文書の扱い 

   2017年中に廃棄された保存期間1年未満の特定秘密文書は43万件余 

    うち「定型的・日常的な業務連絡、日程表等」が3320 

     首相の面談記録は他省庁に記録があるとして1年未満廃棄（毎日2019.4.14） 

     一方で、各大臣の日程表は即日廃棄も 

      行政文書ガイドライン第4-3で1年未満文書の例示として「日程表」 

・作成から30年超えの特定秘密文書の扱い 

  規定の歴史文書として公文書館に移管の 

・だれが（主体）なぜ（理由）どのように（方法）廃棄するのか 

   重要性なし・都合が悪い判断（内容観点） 

   公文書との認識欠如（意識・研修） 

   スペース不足（物理的） 

ルールなし（制度） 

    行政文書ガイドライン（行政文書の管理に関するガイドライン）の運用徹底が 

内閣保存監視委員会で委員長（法務大臣）から指示されているが、そもそもに問題あり 

 

５．将来に向けての課題 

（１）審査会の審査対象について 

（２）審査会の機能・役割について 

（３）特定秘密保護法の監視体制について 

（４）特定秘密保護法の構造について 

（５）情報公開法・公文書管理法との関係について 

 

 

以上 
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東京新聞 

4


	新しいしおり



